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「信用取引に関する説明書」新旧対照表

実施日：2020 年 2 月 3日

                                  （下線部変更）

新 旧

９Ｐ～１１Ｐ

別紙1

手数料及び諸経費について

1.信用取引委託手数料

タチバナストックハウス信用取引では、以下の個

別手数料コース、定額手数料コース、電話注文手数

料のいずれかをご選択いただき、表に基づき算出し

た委託手数料をお支払いいただきます。

  （削除）

（1）個別手数料コース（一注文の信用取引約定代金

ごとに算出します。）

無料

（削除）

       （削除）

（削除）

       （削除）

 （削除）

９Ｐ～１３Ｐ

別紙1

手数料及び諸経費について

1.信用取引委託手数料

タチバナストックハウス信用取引では、以下の個

別手数料コース、定額手数料コース、電話注文手数

料のいずれかをご選択いただき、表に基づき算出し

た委託手数料をお支払いいただきます。

また、個別手数料コースおよび定額手数料コース

をご選択されているお客様が条件を満たした場合

は、大口割引手数料を適用します。

（1） 個別手数料コース（一注文の信用取引約定代金

ごとに算出します。）

令和元年9月30日まで

1注文の約定代金 委託手数料

    ～10万円以下 0円

10万円超～20万円以下 108円

20万円超～50万円以下 189円

50万円超～1,000万円以下 378円

1,000万円超～ 0円

令和元年10月1日から

1注文の約定代金 委託手数料

    ～10万円以下 0円

10万円超～20万円以下 110円

20万円超～50万円以下 192円

50万円超～1,000万円以下 385円

1,000万円超～ 0円

 注文発注時には、１注文ごとに手数料・消費税を

仮拘束します。
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 （削除）

 本コースご利用のお客様がお電話でご注文され

た場合は、（３）電話注文手数料を適用します。

（2）定額手数料コース（注文件数にかかわらず、1

日の信用取引約定代金合計により算出しま

す。）

無料

（削除）

         （削除）

（削除）

         （削除）

 1 日の信用取引約定代金のうち、売／買・取引種

類の別なく合算し手数料を算出します。

 （削除）

 本コースご利用のお客様がお電話でご注文され

た場合は、（３）電話注文手数料を適用します。

 いわゆる一口（同一日・同一銘柄・同一売買区分

の約定が複数ある場合に、１つの注文として手数

料を計算する方法）は、適用いたしません。

 本コースご利用のお客様がお電話でご注文され

た場合は、（３）電話注文手数料を適用します。

（2）定額手数料コース（注文件数にかかわらず、1

日の信用取引約定代金合計により算出しま

す。）

令和元年9月30日まで

1注文の約定代金（総額） 委託手数料

           ～20万円以下   0円

   20万円超～50万円以下 1,080円

50万円超～500万円以下 2,160円

500万円超～1,000万円以下 4,320円

以降1,000万円増すごとに 4,320円加算

（手数料上限金額）86,400円

令和元年10月1日から

1注文の約定代金 委託手数料

～20万円以下 0円

20万円超～50万円以下 1,100円

50万円超～500万円以下 2,200円

500万円超～1,000万円以下 4,400円

以降1,000万円増すごとに 4,400円加算

（手数料上限金額）88,000円

 1 日の信用取引約定代金のうち、売／買・取引種

類の別なく合算し手数料を算出します。

 注文発注時には、１注文ごとに手数料・消費税を

仮拘束します。また、１日の信用取引約定代金総

額に対する手数料計算は、午後５時３０分頃に確

定させ、各可能額に反映します。

 本コースご利用のお客様がお電話でご注文され

た場合は、（３）電話注文手数料を適用します。
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（3）電話注文手数料（一注文の信用取引約定代金ご

とに算出します。）

（削除）

         （削除）

（削除）

手数料

率

約定代金×0.77％

（最低手数料）5,500 円（手数料上限

金額 110,000 円

（現行どおり）

（削除）

         （削除）

（削除）

（削除）

 （削除）

（3）電話注文手数料（一注文の信用取引約定代金ご

とに算出します。）

令和元年 9 月 30 日まで

手 数 料

率

約定代金×0.756％

（最低手数料）5,400 円・（手数料上

限金額）108,000 円

令和元年 10 月 1 日から

手 数 料

率

約定代金×0.77％

（最低手数料）5,500 円（手数料上限

金額 110,000 円

（省略）

（4）大口割引手数料（以下の条件のうち、いづれか

の条件を満たした場合に適用となります。）

サー

ビ名

称

適用条件 委 託

手 数

料

信用

毎日

割

前営業日の信用買建残高または

信用新規建約定代金（買建・売建）

の合計（※1）が 5,000 万円以上

当 営

業日 0

円

信用

毎月

割

前月末残高で信用買建・売建残高

の合計（※2）が 1 億円以上

当月 1

ヶ月 0

円

（＊1）手数料は含みません。日計り取引による新

規建約定代金は含みます。

（＊2）同一銘柄の買建、売建の両建分は合算せず

買建残高と売建残高を比較して金額が多

い方を計算対象といたします。

 個別手数料コースおよび定額手数料コースをご

選択されているお客様が対象となります。
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 （削除）

 （削除）

※ その他ご留意事項

（現行どおり）

2～5

     （現行どおり）

6.信用取引管理費（事務管理費）

（削除）

（削除）

（現行どおり）

7.信用取引名義書換料（権利処理手数料）

（削除）

（削除）

 約定日の翌朝バッチ処理時間帯（午前３時３０分

～午前５時３０分）に手数料０円で再計算し、オ

ンライン開局後に反映します。

 コールセンターへの電話取引、当社が任意で行う

取引（決済期日到来に伴う反対売買や、追加保証

金および不足金が期限までに充当されなかった

場合など）には電話注文手数料を適用します。

※その他ご留意事項

（省  略）

2～5

        （省   略）

6.信用取引管理費（事務管理費）

令和元年 9 月 30 日まで

1 銘柄の売買別の新規建て約定日から 1 ヶ月を経

過するごとに、1 銘柄につき 10.08 銭【単元株制度

の適用を受けない銘柄について 1 株につき 108 円】

の割合で計算します。その額が 108 円に満たない場

合は、108 円を最低とし最高 1,080 円までの金額を

計算して決済時にご精算いただきます。

令和元年 10 月 1 日から

（省略）

7.信用取引名義書換料（権利処理手数料）

令和元年 9 月 30 日まで

権利付最終日を越えて買建玉銘柄を保有してい

る場合、名義書換料として、原則、1 売買単位あた

り 54.0 円（ＥＴＦおよびＥＴＮについては、1 売買

単位あたり 5.4 円）で計算し、決済時にご精算いた

だきます。

※決済等すべての権利確定時に名義書換料が毎回

発生し、精算します。

令和元年 10 月 1 日から
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（現行どおり）

8.

（現行どおり）

【2020 年 2 月】

１２Ｐ～１５Ｐ

別紙 2

委託保証金について

（現行どおり）

（1）

（現行どおり）

（2） 委託保証金の現在価値（担保価値）

（省 略）

➣反対売買により確定した損失額（決済損）がある

場合は、その決済の受渡日までの間、その額をお

預かりする保証金から差し引いて、委託保証金の

現在価値（担保価値）を計算します。（反対売買

により確定した利益額（決済益）について（削除）

は、当該決済日から当該利益を委託保証金の額に

算入し計算します。）

（省略）

（3）～2.3.4.

（現行どおり）

（省略）

8.

（省 略）

【令和元年 7 月】

１４Ｐ～１７Ｐ

別紙 2

委託保証金について

（省 略）

（1）

  （省 略）

（2） 委託保証金の現在価値（担保価値）

（省 略）

➣反対売買により確定した損失額（決済損）がある

場合は、その決済の受渡日までの間、その額をお

預かりする保証金から差し引いて、委託保証金の

現在価値（担保価値）を計算します。（反対売買

により確定した利益額（決済益）について、お客

様の同意がある場合は、当該決済日から当該利益

額を委託保証金の額に算入し計算します。）

（省略）

（3）～2.3.4.

（省 略）

以上


